
 

 

小規模多機能ホーム喜寿苑 利用料金のご案内 

令和 8年 6月 1日改定 

利用回数によって一日単位で負担（宿泊費・食材料費・その他）  

 

 

 

 

 

 

介護度 要支援１ 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

介 護 度 別 単 位 数 

(月定額)（ア） 

3,450単位 

月定額 

6,972単位 

月定額 

10,458単位 

月定額 

15,370単位 

月定額 

22,359単位 

月定額 

24,677単位 

月定額 

27,209単位 

月定額 

サービス提供体制加算

Ⅱ （イ） 

640単位／月 

※事業所の介護従業者（看護師又は准看護師であるものを除く）の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が 100分の 50以上。 

総合マネジメント体制強

化加算（Ⅰ）(ウ) 

                                  1,200単位／月 

  ※総合マネジメント体制強化加算については区分支給限度基準額に含まれません。 

科学的介護推進体制加算

（エ） 

40単位／月 

訪問体制強化加算 （オ）  1000 単位／月 

介護職員等処遇改善加算Ⅰロ

{（ア）+（イ）+（ウ）+（エ）＋

（オ）}×18.6％    

991 単位 1,646 単位 2,480単位 3,394 単位 4,694 単位 5,125 単位 5,596単位 

サービス利用料金 

上記加算合計×10.17 円

(※)  

64,284円 106,764円 160,869円 220,119円 304,418円 332,375円 362,916円 

介護保険自己負担額  

（１割負担の場合）  6,428 円 10,676 円 16,086 円 22,011 円 30,441 円 33,237 円 36,291 円 

介護保険自己負担額  

（２割負担の場合） 
12,856 円 21,352 円 32,173 円 44,023 円 60,883 円 66,475 円 72,583 円 

介護保険自己負担額  

（3割負担の場合） 19,285 円 32,029 円 48,260 円 66,035 円  91,325 円  99,712 円 108,874 円 

 

 

介護保険外の費用（月額） 

宿泊費    2,500円 

食材料費  朝食：335 円  昼食：640円 夕食：470 円  一日：1,445 円 

おやつ費（一日１回） 100 円 

レクリエーション費 実費 



＜その他の費用＞ 

下記の加算を算定した場合、上記の介護職員等処遇改善加算の合計単位に含まれます。 

認知症加算（Ⅲ） 

※該当者のみ 

760単位／月 

日常生活自立度ランク（Ⅲ以上）に該当する 

認知症加算（Ⅳ） 

※該当者のみ 

460単位／月 

日常生活自立度ランク（Ⅱ）に該当し、要介護状態区分が要介護 2である。 

初期加算 30単位（日） 

登録した日から起算して 30日以内の期間と 30日を超える入院後に利用を再び再開した場合に算定 

口腔・栄養スク

リーニング加算 

20単位（回） 

利用開始時及び利用中 6月ごとに一回を限度として算定 

若年性認知症利

用者受入加算 

450単位／月 (要支援 1・2の方) 

800単位／月 (要介護 1～5の方) 

 

※ 豊橋市は、地域区分が「７級地」であるため、１単位は 10.17円となります。 

※ 上記の計算は小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。 

 

※ ご利用いただける方 

・登録定員２９名（一日あたり通い１８名・宿泊９名の方が利用可能） 

・介護認定で「要支援１」から「要介護５」の認定を受けている方 

・東三河広域連合（豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・

豊根村）に住所を有している方 



   小規模多機能ホーム喜寿苑 短期利用料金のご案内 

令和８年 6 月 1 日改定 

利用回数によって一日単位で負担（宿泊費・食材料費・その他）  

 

※ 豊橋市は、地域区分が「７級地」であるため、１単位は 10.17 円となります。 

※ 上記の計算は小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。 

 

＜その他の費用＞ 

下記の加算を算定した場合、上記の介護職員等処遇改善加算の合計単位に含まれます。 

 

※ ご利用いただける方 

・介護認定で「要支援１」から「要介護５」の認定を受けている方 

・東三河広域連合（豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・田原市・設楽町・東栄町・豊根村）に住所を有

している方 

介護度 要支援１ 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

介 護 度 別 単 位 数（ア） 424単位 531単位 572単位 640単位 709単位 777単位 843単位 

サービス提供体制加算

Ⅱ ２１単位/日 (イ) 

  21単位／日 

※事業所の介護従業者（看護師又は准看護師であるものを除く）の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が 100分の 50以上。 

介護職員等処遇改善加算

Ⅰロ {（ア）+（イ）} 

×18.6％   

 

82単位 102単位 110単位 122単位 135単位 148単位 160単位 

サービス利用料金 

上記単位数合計 

×10.17 円(※)  

 5,359円 6,651円 7,149円 7,963円 8,797円 9,620円 10,414円 

介護保険自己負担額  

（１割負担の場合） 
535 円 665 円  714 円 796 円 879 円 962 円 1,041円 

介護保険自己負担額  

（２割負担の場合） 
 1,071円  1,330円 1,429円 1,592円 1,759円 1,924円 2,082円 

介護保険自己負担額  

（3 割負担の場合） 
1,607円 1,995円 2,144円 2,388円 2,639円 2,886円 3,124円 

介護保険外の費用（月額） 

宿泊費    2,500円 

食材料費  朝食：335 円  昼食：640円 夕食：470 円  一日：1,445 円 

おやつ費（一日１回） 100 円 

レクリエーション費 実費 

認知症行動・心

理症状緊急対応

加算  

200単位/日 

※医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に小規模多機能

型居宅介護を利用することが適当であると判断した場合、利用開始した日から起算して 7日を限度とする。 
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